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１．議事日程 

   （平成１８年第２回安芸高田市議会１１月臨時会） 

 

平成１８年１１月２２日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 

 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２ 会期の決定 

日 程 第 ３ 障害児の福祉・医療サービスの負担軽減と地域支援事業の充実を求める請

願について 

日 程 第 ４ 認 定 第 ２ 号 平成１７年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

日 程 第 ５ 認 定 第 ３ 号 平成１７年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算の認定

について 

日 程 第 ６ 認 定 第 ４ 号 平成１７年度安芸高田市老人保健特別会計決算の認定につ

いて 

日 程 第 ７ 認 定 第 ５ 号 平成１７年度安芸高田市介護保険特別会計決算の認定につ

いて 

日 程 第 ８ 認 定 第 ６ 号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特別会計決算の認

定について 

日 程 第 ９ 認 定 第 ７ 号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別

会計決算の認定について 

日 程 第 １ ０ 認 定 第 ８ 号 平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計決算の

認定について 

日 程 第 １ １ 認 定 第 ９ 号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計決算の認

定について 

日 程 第 １ ２ 認定第１０号 平成１７年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業

特別会計決算の認定について 

日 程 第 １ ３ 認定第１１号 平成１７年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決算の認定

について 
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日 程 第 １ ４ 認定第１２号 平成１７年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計決算の認

定について 

日 程 第 １ ５ 議案第 108 号 安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意について 

【安芸高田市立みつや保育所】 

追加日程第１ 議長の辞職許可について 

追加日程第２ 議長の選挙 

追加日程第３ 副議長の辞職許可 

追加日程第４ 副議長の選挙 

追加日程第５ 議席の一部変更 

日 程 第 １ ６ 常任委員の選任 

日 程 第 １ ７ 議会運営委員の選任 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝 

３番    田 中 常 洋    ４番    加 藤 英 伸 

６番    川 角 一 郎    ７番    塚 本  近 

８番    赤 川 三 郎    ９番    松 村 ユ キ ミ 

１０番    熊 高 昌 三   １１番    青 原 敏 治 

１２番    金 行 哲 昭   １３番    杉 原  洋 

１４番    入 本 和 男   １５番    山 本 三 郎 

１６番    今 村 義 照   １７番    玉 川 祐 光 

１８番    岡 田 正 信   １９番    渡 辺 義 則 

２０番    亀 岡  等   ２１番    藤 井 昌 之 

２２番    松 浦 利 貞 

 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

５番    小 野 剛 世 
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   ４．会議録署名議員 

１７番    玉 川 祐 光   １８番    岡 田 正 信 

 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

市     長    児 玉 更太郎  副 市 長  藤 川 幸 典 

総 務 部 長  新 川 文 雄  市 民 部 長  杉 山 俊 之 

自治振興部長  田 丸 孝 二  

福祉保健部長兼

福祉事務所長
 廣 政 克 行 

建設部長   

兼公営企業部長
  金 岡 英 雄  総 務 課 長  高 杉 和 義 

教 育 長  佐 藤  勝  消 防 長  竹 川 信 明 

八千代支所長  平 下 和 夫  美土里支所長  立 川 堯 彦 

高 宮 支 所 長  猪 掛 智 則  甲 田 支 所 長  宍 戸 邦 夫 

向 原 支 所 長  益 田 博 志  財 政 課 長  垣 野 内  壮 

監 査 委 員  上 國 英 登 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（5名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長  児 玉 竹 丸 

書     記  新 谷 洋 子    書 記  国 岡 浩 祐 

書 記  倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   おはようございます。 

定刻になりましたので、ただいまの出席議員は２０名であります。 

定足数に達していますので、ただいまから平成１８年第２回安芸高

田市市議会臨時会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

○増本事務局長   議長。 

○松 浦 議 長   増本事務局長。 

○増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本臨時会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上１億５千万円未満の工事請負契約締

結についての報告がありました。 

第３点、監査委員より平成１８年８月分・９月分の例月出納検査結

果の報告がありました。 

それぞれの写しをお手元に配布いたしておりますので、ご了承くだ

さい。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上もって諸般の報告を終わります。 

続いて、市長からの行政報告の申し出がありますので、これを許し

ます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   本臨時会の冒頭に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

平成１８年度も、はや１１月の半ばを過ぎ、収穫の時期も終えて、

山々も紅葉の時期になってまいりました。 

安芸高田市行政も、市制移行後３年目の半ばを経過いたしましたが、

皆様のお力添えをいただきながら、現在、順調に各種事業を執行させ

ていただいております。心から感謝を申し上げる次第でございます。 

最近の公務員の全国的な不祥事の状況が多発をしております。安芸

高田市職員としても、自らの足元を見直す中で、職員１人１人が公務

の基本であるコンプライアンスの法令を遵守するという考え方を徹底

して、全体の奉仕者として全力で職務に専念することを、今一度強く

認識する必要があると考えております。 

つきましては、去る１１月７日付をもって職員の懲戒処分の指針を

定め、特に飲酒運転に関わるものについては、飲酒運転をした者はも

とより飲酒を勧めた者や、飲酒を知りつつ同乗した者も免職もしくは

停職となる厳しい処分を盛り込んだ内容で、職員に通知徹底したとこ

ろでございます。 
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合併後、市民の皆さんの負託に答え、さらなる行財政改革に取り組

むべき大切な時期を迎えておりますことから、私を先頭にいたしまし

て、職員１人１人が、公務員としての綱紀粛正に努めてまいりたいと

考えております。ご理解、ご協力を賜りますように、よろしくお願い

を申し上げます。 

さて、本臨時会へご提案を申し上げます案件は、認定１１件、議案

１件でございます。どうぞ、よろしくご審議を賜りますようにお願い

を申し上げまして、ご挨拶にさせていただきます。 

○松 浦 議 長   以上で、行政報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、

１７番、玉川祐光君、及び１８番、岡田正信君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本臨時会の運営について、過日、議会運営委員会を開きご協議いた

だいておりますので、その結果について議会運営委員長、青原敏治君

の報告を求めます。 

◯青 原 委 員 長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○青 原 委 員 長   平成１８年第２回臨時会の運営につきまして、去る１１月１５日に

議会運営委員会を開き、次のとおり申し合わせいたしましたのでご報

告いたします。 

まず、会期につきましては、お手元の会期日程のとおり、本日から

１２月６日までの１５日間といたしました。議事の都合により、１１

月２３日から１２月５日までは休会といたします。 

本臨時会に付議されます案件は、請願１件、認定１１件、議案１件、

選任２件、計１５件でございます。 

議案審議についてでございますが、お手元の付託表のとおり、認定

第２号から認定第１２号までにつきましては、上程の後、提案理由の

説明、要点説明、監査報告を行い、その後質疑は省略して、決算審査

特別委員会を設置し、それに付託いたします。また議案第１０７号に

つきましては、提案理由の説明、質疑の後、所管の文教厚生常任委員

会に付託することといたしました。各委員会におかれましては、１２

月４日までに審査を終了いただきますようお願いいたします。 

以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は１５日間とす

ることにご異議ありませんか。 
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〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、さよう決定いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 障害児の福祉・医療サービスの負担軽減と地域支援事 

業の充実を求める請願について 

○松 浦 議 長   日程第３、障害児の福祉・医療サービスの負担軽減と地域支援事業

の充実を求める請願についてを議題といたします。 

本件は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の

審査報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 今村義照君。 

○今 村 委 員 長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○今 村 委 員 長   文教厚生常任委員会審査報告をいたします。 

平成１８年９月１３日付で、文教厚生常任委員会に付託されました

請願第１号の審査の結果を報告をいたします。 

付託されました、請願第１号、障害児の福祉・医療サービスの負担

軽減と地域支援事業の充実を求める請願書について審査した結果、採

択することと決しました。 

審査では、紹介議員の説明の後に、各委員から意見を伺うとともに、

障害者自立支援法の考え方、当市の現状・財政、県・近隣市の動き等、

閉会中も継続審査を行いました。 

委員会としては、障害者自立支援法により応益負担制度が実施され、

当事者の負担を迫られているのは、障害児の家庭だけではなく、障害

者全体の問題であり、障害者全体としての支援も必要である。また、

執行機関に対しまして、処理の経過と結果の報告を請求する。という

意見になりました。 

以上で、文教厚生常任委員会からの報告を終わります。 

○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

この際、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、質疑は省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

障害児の福祉・医療サービスの負担軽減と地域支援事業の充実を求

める請願についてを起立により採決いたします。 

本請願に対する委員長の報告は原案採択であります。 
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本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本請願は採択と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４ 認定第２号 平成１７年度安芸高田市一般会計決算 

の認定について 

日程第５ 認定第３号 平成１７年度安芸高田市国民健康保険 

特別会計決算の認定について 

日程第６ 認定第４号 平成１７年度安芸高田市老人保健特別 

会計決算の認定について 

日程第７ 認定第５号 平成１７年度安芸高田市介護保険特別 

会計決算の認定について 

日程第８ 認定第６号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事 

業特別会計決算の認定について 

日程第９ 認定第７号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全 

公共下水道事業特別会計決算の認定について 

日程第１０ 認定第８号 平成１７年度安芸高田市農業集落排 

水事業特別会計決算の認定について 

日程第１１ 認定第９号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備 

事業特別会計決算の認定について 

日程第１２ 認定第１０号 平成１７年度安芸高田市コミュニ 

ティ・プラント整備事業特別会計決算の認定につ 

いて 

日程第１３ 認定第１１号 平成１７年度安芸高田市簡易水道 

事業特別会計決算の認定について 

日程第１４ 認定第１２号 平成１７年度安芸高田市飲料水供 

給事業特別会計決算の認定について 

○松 浦 議 長   日程第４、認定第２号、平成１７年度安芸高田市一般会計決算の認

定についてから、日程第１４、認定第１２号、平成１７年度安芸高田

市飲料水供給事業特別会計決算の認定についてまでの１１件を一括し

て議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   本案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、監査委員の

意見を付して、平成１７年度安芸高田市一般会計決算及び各特別会計

決算の認定をお願いするものでございますが、認定第２号から認定第

１２号まで、一括してご説明を申し上げます。 

まず、認定第２号の安芸高田市一般会計決算でございますが、歳入
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総額２２６億７，４８５万４，０４１円、歳出総額が２２０億１，２

０３万２，３６９円で、差引き６億６，２８２万１，６７２円となり

ました。 

次に、認定第３号でございます。国民健康保険特別会計決算でござ

いますが、歳入総額が３５億７，３６９万８，９３４円、歳出総額が

３４億２，７３９万４，５６６円で、差引き１億４，６３０万４，３

６８円となりました。 

次に、認定第４号でございます。老人保健特別会計決算でございま

すが、歳入総額が５６億７，１７５万１，３８１円、歳出総額が５６

億３，７７０万６，８８２円で、差引き３，４０４万４，４９９円と

なりました。 

次に、認定第５号介護保険特別会計決算でございますが、歳入総額

が３１億３，１８５万１，１０７円、歳出総額３０億６，２５４万５，

７７７円でございます。差引き６，９３０万５，３３０円となりまし

た。 

次に、認定第６号の公共下水道事業特別会計決算でございます。歳

入総額５億１，２４２万９２２円、歳出総額が４億９，９５８万２，

８０１円となりました。１，２８３万８，１２１円の黒字でございま

す。 

次に、認定第７号特定環境保全公共下水道事業特別会計決算でござ

います。歳入総額１０億９，４４１万４，９２４円、歳出総額が１０

億７，６８７万４，４４１円で、差引き１，７５４万４８３円となり

ました。 

次に、認定第８号農業集落排水事業特別会計決算でございますが、

歳入総額が１０億５，５８０万３，３６６円、歳出総額が１０億２，

０８１万９，２３８円で、差引き３，４９８万４，１２８円となりま

した。 

次に、認定第９号でございます。浄化槽整備事業特別会計決算でご

ざいますが、歳入総額が２億３，７２７万５，４３０円、歳出総額が

２億３，１９３万９，７４７円で、差引き５３３万５，６８３円とな

りました。 

次に、認定第１０号でございます。コミュニティ・プラント整備事

業特別会計決算でございますが、歳入総額が５，８９９万１，３１９

円、歳出総額５，８９９万１８８円で、差引き１，１３１円となりま

した。 

次に、認定第１１号簡易水道事業特別会計決算でございますが、歳

入総額が１１億８，５３８万７，７７４円、歳出総額が１１億４，３

２７万７，１８５円で、差引き４，２１１万５８９円となりました。 

次に、認定第１２号飲料水供給事業特別会計決算でございます。歳

入総額が２，３０９万３，９９４円、歳出総額が２，２２５万４，９

３８円で、差引き８３万９，０５６円となりました。 
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以上、認定第２号から、認定第１２号まで一般会計及び特別会計の

歳入歳出決算につきまして、一括して説明を申し上げました。 

よろしく審議のうえ、ご認定を賜りますようにお願いを申し上げま

す。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、副市長から要点の説明を求めます。 

○藤 川 副 市 長   はい。 

○松 浦 議 長   副市長 藤川幸典君。 

○藤 川 副 市 長   平成１７年度安芸高田市一般会計歳入歳出の決算概要につきまして

要点のご説明を申し上げます。 

予算規模でございますが、当初予算現額は、２２７億８千万円でご

ざいましたが、その後、９回の補正を行いまして、１０億４，２０４

万円を追加いたしまして、前年度からの繰越明許費４億８，８６４万

８千円を含めました２４３億１，０６８万８千円をもちまして執行い

たしました。 

決算書の５ページをお開き願います。歳入の決算でございますが、

予算現額２４３億１，０６８万８千円でございまして、調定額２４９

億２，３６７万９，３８６円に対し、収入済額は、２２６億７，４８

５万４，０４１円で、収納率は９１．０％でございます。１，５８１

万６，７５０円の不納欠損処分を行い、２２億３，３３６万３，５５

３円が収入未済となったところでございます。この収入未済額２２億

３，３３６万３，５５３円の中には、繰越明許費にかかる財源として

の国県支出金５億９，１３７万９千円、市債１０億８，７１０万円、

その他の財源３３２万円、合わせまして１６億８，１７９万９千円の、

繰越に伴う収入未済が含まれております。 

７ページからの歳出の決算でございます。１１ページをお開きくだ

さい。予算現額２４３億１，０６８万８千円に対しまして、支出済額

２２０億１，２０３万２，３６９円で執行率は９０．５％でございま

す。繰越明許繰費といたしまして、１９億２，５４３万７千円を翌年

度に繰り越しております。 

次に１４ページをお願いします。以上の結果、平成１７年度一般会

計の収支決算は、歳入総額２２６億７，４８５万４千円、歳出総額２

２０億１，２０３万２千円、差引残額６億６，２８２万２千円となり、

これを翌年度へ繰り越したところでございます。なお、実質収支額は

繰越明許費にかかる、一般財源２億４，３６３万８千円を差し引いた

４億１，９１８万４千円の黒字となりました。 

それでは、歳入の主なものにつきましてご説明いたします。 

１５ページをお開きください。１款の市税でございますが予算現額

３２億６，７３７万円に対しまして、収入済額３３億４，８２７万２，

５３８円で調定額に対する収納率は９４．８％でございます。１，５

８１万６，７５０円の不納欠損処分を行い、１億６，７０１万１，５
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２０円が収入未済となったところでございます。 

１７ページをお願いいたします。２款の地方譲与税でございます。

予算現額３億８，９１５万３千円に対しまして、収入済額も同額でご

ざいます。３款の利子割交付金、予算現額１，７６４万７千円に対し

まして、収入済額も同額でございます。４款の配当割交付金でござい

ますが、予算現額７３２万６千円に対しまして、収入済額も同額でご

ざいます。 

５款の株式等譲渡所得割交付金でございますが、予算現額１，０９

５万６千円に対しまして、収入済額、同額でございます。６款の地方

消費税交付金でございますが、予算現額３億１，２２万１千円に対し

まして、収入済額は同額でございます。７款のゴルフ場利用税交付金

でございます。予算現額３，６４９万２千円に対しまして、収入済額

は３，６４９万２，０９６円でございます。 

１９ページをお願いします。８款の自動車取得税交付金でございま

す。予算現額１億５，６２１万５千円に対しまして、収入済額、同額

でございます。９款の地方特例交付金でございます。予算現額１億１，

０３９万８千円に対しまして、収入済額は同額でございます。１０款

の地方交付税でございますが、予算現額９１億９，００６万９千円に

対しまして、収入済額は同額の９１億９，００６万９千円でございま

す。１１款の交通安全対策特別交付金でございますが、予算現額、収

入済額は同額でございます。６９２万１千円でございます。１２款の

分担金及び負担金でございますが、予算現額２億９，２４８万３千円

に対しまして、収入済額は３億８８７万２，７１５円で調定額に対す

る収納率は９１．４％でございます。収入未済額が２，８８９万６，

９６９円生じております。これは分担金で農林水産事業費分担金のう

ちの農業費分担金３８０万９千円、林業費分担金２０２万５千円と負

担金で民生費負担金のうち、社会福祉費負担金７３４万４,０２９円、

児童福祉費負担金１，５６７万６,９４０円、教育費負担金のうち幼稚

園費負担金４万２千円がそれぞれ収入未済となったところでございま

す。なお、農業分担金のうち１２９万５千円は繰越明許いたしました

県営農道・ため池・ほ場整備事業でございます。林業費分担金のうち

２０２万５千円は繰越明許いたしました治山事業にかかるものでござ

います。 

２３ページをお願いします。１３款の使用料及び手数料でございま

す。予算現額４億６，６８２万５千円に対しまして、収入済額は４億

６，５２３万３，３３４円で、収入未済額が９０１万４，２６８円生

じております。これは使用料のうち、住宅使用料７７５万５,４２０円、

手数料のうちし尿処理手数料１２４万７,１６８円、土木管理手数料１

万１，６８０円がそれぞれ収入未済となったところでございます。 

２７ページをお開きください。１４款の国庫支出金でございます。

予算現額１４億４５７万２千円に対しまして、収入済額は１２億７，
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７７７万３，６５６円でございます。収入未済額１，８９２万６千円

は、繰越明許いたしました災害復旧費国庫負担金が収入未済となった

ところでございます。 

３３ページをお開きください。１５款の県支出金でございます。予

算現額２６億６，６５４万１千円に対しまして、収入済額、２１億８，

３６８万４，８５７円でございます。収入未済額５億７，２４５万３

千円は、繰越明許いたしました経営構造対策事業、畜産振興事業、中

山間地域総合整備事業、治山事業にかかります農林水産業費の県補助

金がそれぞれ収入未済となったところでございます。 

４７ページをお開きください。１６款の財産収入でございますが、

予算現額４，５０９万７千円に対しまして、収入済額は５，５１８万

５，９９１円で収入未済はございませんでした。 

４９ページをお願いします。１７款の寄附金でございます。予算現

額１，０００円に対しまして、収入済額はございませんでした。１８

款の繰入金でございます。予算現額６億１，８４１万７千円に対しま

して、収入済額は６億１８５万２，２５３円でございます。老人保健

特別会計をはじめとする、８つの特別会計からの繰入金７，６１５万

５，７９０円、財産区繰入金４万５，５００円、財政調整基金をはじ

めといたします７つの基金からの繰入金５億２，５６５万９６３円で

ございます。 

５３ページをお開き願います。１９款の繰越金でございます。予算

現額２億４，６２６万９千円に対しまして、収入済額２億４，６２６

万９，０７１円でございます。２０款の諸収入でございます。予算現

額２億３，１１２万６千円に対しまして、収入済額は２億４，２０２

万２，５３０円で、収入未済額３億４，９９６万１，７９６円でござ

いますが、内訳は、貸付金元利収入のうち、住宅新築資金貸付元利収

入３億３，６０１万５，３７３円、結婚支度資金貸付元利収入３８４

万８,６０５円、世帯厚生資金貸付元利収入１６万５,６００円、高齢

者住宅整備資金貸付元利収入６０万９,５９８円、障害者住宅整備資金

貸付金元利収入３４４万６，５７２円、中小企業資金貸付金元利収入

２６４万７，１９０円で、雑入３２２万８，８５８円、合計３億４，

９９６万１，７９６円が収入未済となったところでございます。 

６１ページをお開きください。２１款の市債でございます。予算現

額４８億３，４６０万円に対しまして、収入済額は３７億８３０万円

でございます。収入未済額１０億８，７１０万円につきましては、明

許繰り越しいたしました第２庁舎・総合文化福祉保健施設整備事業、

簡易水道事業特別会計繰出、農業集落排水事業特別会計繰出、県営農

道・ため池・ほ場整備事業、中山間地域総合整備事業、治山事業、地

方特定道路整備事業、公共下水道事業特別会計繰出、特定環境保全公

共下水道事業特別会計繰出金、公共土木施設災害復旧事業にかかりま

す市債がそれぞれ収入未済となったところでございます。 
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６５ページをお開き願います。歳入合計でございます。予算現額２

４３億１，０６８万８千円、調定額２４９億２，３６７万９，３８６

円、収入済額２２６億７，４８５万４，０４１円となりました。 

続きまして歳出の要点でございます。 

６７ページをお願いいたします。１款の議会費でございます。予算

現額２億３００万６千円に対しまして、支出済額１億９，６０８万１,

５５６円で、執行率は９６．６％でございます。２款の総務費でござ

います。予算現額５３億９，６４９万４千円に対しまして、支出済額

４１億５，０６８万１５６円で執行率、７６．９％でございます。繰

越明許費１億４，４０５万３千円につきましては、第２庁舎・総合文

化福祉施設整備事業にかかります委託料、工事請負費等を翌年度へ繰

り越したものでございます。 

８３ページをお願いいたします。３款の民生費でございます。予算

現額５３億５９９万２千円に対しまして、支出済額は５１億９，７６

８万８,４６８円で、執行率は９８．０％でございます。 

９５ページをお願いいたします。４款の衛生費でございますが、予

算現額１８億４，２５４万２千円に対しまして、支出済額は１７億８，

７７６万９,８６０円で、執行率９７．０％でございます。繰越明許費

７７０万円につきましては、簡易水道事業特別会計繰出にかかります、

繰出金等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

１０１ページをお開きください。５款の労働費でございます。予算

現額１千円に対しまして、支出はございませんでした。 

１０３ページをお願いします。６款の農林水産業費でございます。

予算現額２５億３，６５９万３千円に対しまして、支出済額１８億６，

４３７万４，７３４円で、執行率７３．５％でございます。繰越明許

費６億４，０６７万７千円につきましては、農業集落排水事業特別会

計繰出、経営構造対策事業、畜産振興事業、県営農道・ため池・ほ場

整備事業、中山間地域総合整備事業、治山事業にかかります委託料、

工事請負費、負担金補助及び交付金、繰出金等を翌年度へ繰り越した

ものでございます。 

１１１ページをお開き願います。７款の商工費でございます。予算

現額１億２，９３２万８千円に対しまして、支出済額は１億２，８６

３万５，００５円で、執行率は９９．５％でございます。 

１１５ページをお願いいたします。８款の土木費でございます。予

算現額２１億７，０５９万８千円に対しまして、支出済額２０億５，

０９８万４，９４９円で、執行率９４．５％でございます。繰越明許

費９，６９５万２千円につきましては、地方特定道路整備事業、公共

下水道特別会計繰出、特定環境保全公共下水道事業繰出にかかります

公有財産購入費、補償補填及び賠償金、繰出金等を翌年度へ繰り越し

たものでございます。 

１２１ページをお願いいたします。９款の消防費でございます。予
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算現額７億４７万６千円に対しまして、支出済額６億９，１０３万３，

３３８円で、執行率９８．７％でございます。 

１２５ページをお願いいたします。１０款の教育費でございます。

予算現額１４億９，６７２万４千円に対しまして、支出済額１４億６，

４５６万８，０４７円で、執行率９７．９％でございます。 

１３７ページをお願いいたします。１１款の災害復旧費でございま

す。予算現額１億８，３７３万５千円に対しまして、支出済額１億３，

７７１万９，５３７円で、執行率は７５．０％でございます。繰越明

許費３，６０５万５千円につきましては、公共土木施設災害復旧事業

にかかります、工事請負費等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

１３９ページをお願いいたします。１２款の公債費でございます。

予算現額４２億６，２２２万６千円に対しまして、支出済額４２億６，

０９９万３，６４９円で、執行率は９９．９７％でございます。 

１４１ページをお願いいたします。１３款の諸支出金でございます。

予算現額８，２００万円に対しまして、支出済額８，１５０万３，０

７０円で、執行率は９９．４％でございます。１４款の予備費でござ

いますが、予算現額９７万３千円に対しまして、支出はございません

でした。 

１４３ページをお願いいたします。歳出合計でございますが、予算

現額２４３億１，０６８万８千円に対しまして、支出済額は２２０億

１，２０３万２，３６９円になりました。執行率は９０．５％でござ

います。 

１４５ページからでございますが、これから説明を申し上げます１

０の特別会計の決算につきましては、各会計の収支決算の概要にとど

めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

１４７ページをお願いいたします。歳入の決算でございます。予算

現額３６億７，５８０万２千円で、調定額３７億１，６１８万５，４

９１円に対しまして、収入済額は３５億７，３６９万８，９３４円で

収納率は９６．２％でございます。１，３８２万２，５７８円の不納

欠損処分を行い、国民健康保険税１億２，９６１万６７９円が未収と

なったところでございます。 

１５１ページをお願いいたします。歳出の決算でございます。予算

現額の３６億７，５８０万２千円に対しまして、支出済額３４億２，

７３９万４，５６６円で、執行率は９３．２％でございます。 

次に１５４ページの実質収支でございます。以上の結果によりまし

て、平成１７年度国民健康保険特別会計の収支決算は、歳入総額３５

億７，３６９万９千円、歳出総額３４億２，７３９万５千円、差引残

額１億４，６３０万４千円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越した

ところでございます。 

１７５ページからの老人保健特別会計の歳入歳出決算でございます。

歳入の決算でございますが、予算現額は５８億９，５２７万８千円で、
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収入済額は５６億７，１７５万１，３８１円で収納率は１００．０％

で、収入未済はございませんでした。 

１７７ページをお願いいたします。歳出の決算でございます。予算

現額の５８億９，５２７万８千円に対しまして、支出済額５６億３，

７７０万６，８８２円で、執行率９５．６％でございます。 

１８０ページに実質収支でございます。以上の結果によりまして、

平成１７年度老人保健特別会計の収支決算は、歳入総額５６億７，１

７５万１千円、歳出総額５６億３，７７０万７千円、歳入歳出差引残

額３，４０４万４千円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越したとこ

ろでございます。 

１８９ページをお願いいたします。平成１７年度介護保険特別会計

の歳入歳出決算でございます。 

１９１ページをお願いいたします。歳入の決算でございますが、予

算現額３１億２，２１３万円で、調定額３１億３，８３８万７，４４

２円に対しまして、収入済額は３１億３，１８５万１，１０７円で収

納率は９９．８％でございます。介護保険料１６３万８，３２５円の

不納欠損処分を行い、５７３万７，０９２円が収入未済となったとこ

ろでございます。 

１９３ページをお願いいたします。歳出の決算でございますが、予

算現額の３１億２，２１３万円に対しまして、支出済額３０億６，２

５４万５，７７７円で、執行率９８．１％でございます。 

１９６ページに実質収支でございます。以上の結果によりまして、

平成１７年度介護保険特別会計の収支決算は、歳入総額３１億３，１

８５万１千円、歳出総額３０億６，２５４万６千円、差引残額６，９

３０万５千円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越したところでござ

います。 

２１３ページをお願いいたします。公共下水道事業特別会計の歳入

歳出決算でございます。歳入の決算でございますが、予算現額５億８，

８３２万２千円で、調定額５億９，１７１万１，３２７円に対しまし

て、収入済額は５億１，２４２万９２２円で収納率は８６．６％でご

ざいます。収入未済額７，９２９万４０５円につきましては、加入者

分担金が２６８万２，３９０円、下水道使用料５万８，０１５円、繰

越明許いたしました吉田処理区公共下水道整備事業にかかります国庫

補助金３，１８５万円、一般会計繰入金２，２３０万円、市債２，２

４０万円がそれぞれ収入未済となったところでございます。 

２１５ページをお願いいたします。歳出の決算でございますが、予

算現額の５億８，８３２万２千円に対しまして、支出済額４億９，９

５８万２，８０１円で、執行率は８４．９％でございます。繰越明許

費８，２８１万４千円につきましては、吉田処理区公共下水道整備事

業にかかります委託料、工事請負費、補償補填、賠償金等を翌年度へ

繰り越したものでございます。 



 15 

２１８ページに実質収支でございますが、以上の結果によりまして、

平成１７年度公共下水道事業特別会計の収支決算は、歳入総額５億１，

２４２万１千円、歳出総額４億９，９５８万３千円、歳入歳出差引額

１，２８３万８千円となり、これを翌年度へ繰り越したところでござ

います。なお、実質収支額は繰越明許費にかかる一般財源６２６万４

千円を差し引いた、６５７万４千円の黒字となりました。 

次に２２７ページでございます。平成１７年度特定環境保全公共下

水道事業特別会計の歳入歳出決算でございます。歳入の決算でござい

ますが、１２億７，６３３万９千円で、調定額１２億７，８３９万７，

０１３円に対しまして、収入済額は１０億９，４４１万４，９２４円

で収納率は８５．６％でございます。収入未済額１億８，３９８万２，

０８９円につきましては、下水道使用料８８万２，０８９円、明許繰

越いたしました八千代処理区特定環境保全公共下水道整備事業及び甲

田処理区特定環境保全公共下水道整備事業にかかります、国庫補助金

８，２１０万円、市債４，４９０万円、一般会計繰入金５，６１０万

円が収入未済となったところでございます。 

２２９ページをお願いいたします。歳出の決算でございます。予算

現額１２億７，６３３万９千円に対しまして、支出済額１０億７，６

８７万４，４４１円で、執行率は８４．４％でございます。繰越明許

費１億９，３５９万３千円につきましては、八千代処理区特定環境保

全公共下水道整備事業及び甲田処理区特定環境保全公共下水道整備事

業にかかります委託料、工事請負費、補償補填及び賠償金を翌年度へ

繰り越したものでございます。 

２３２ページに実質収支を掲げております。以上の結果によりまし

て、平成１７年度特定環境保全公共下水道事業特別会計の収支決算は、

歳入総額１０億９，４４１万５千円、歳出総額１０億７，６８７万４

千円、歳入歳出差引額１，７５４万１千円となり、これを翌年度へ繰

り越したところでございます。なお、実質収支額は繰越明許費にかか

る一般財源１，０４９万３千円を差し引いた７０４万８千円の黒字と

なりました。 

次に、２４１ページからの平成１７年度農業集落排水事業特別会計

の歳入歳出決算でございます。歳入の決算でございます。予算現額は

１１億８，０２６万６千円で、調定額１１億８，７２８万１，３９１

円に対しまして、収入済額は１０億５，５８０万３，３６６円で収納

率は８８．９％でございます。収入未済額１億３，１４７万８，０２

５円につきましては、加入者分担金８８万４，０００円、下水道使用

料１２６万４，０２５円、明許繰越いたしました入江地区農業集落排

水整備事業及び向井原地区農業集落排水整備事業にかかります、県補

助金７，１１３万円、一般会計繰入金４，９８０万円、市債８４０万

円が収入未済となったところでございます。 

２４３ページの歳出の決算でございます。予算現額１１億８，０２
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６万６千円に対しまして、支出済額１０億２，０８１万９，２３８円

で、執行率は８６．５％でございます。繰越明許費１億４，６３５万

円につきましては、入江地区農業集落排水整備事業及び向井原地区農

業集落排水整備事業にかかります委託料、工事請負費、補償補填及び

賠償金等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

実質収支を２４６ページに掲げております。以上の結果によりまし

て、平成１７年度農業集落排水事業特別会計の収支決算は、歳入総額

１０億５，５８０万３千円、歳出総額１０億２，０８１万９千円、歳

入歳出差引残額３，４９８万４千円となり、これを翌年度へ繰り越し

たところでございます。なお、実質収支額は繰越明許費にかかる一般

財源１，７０２万円を差し引いた１，７９６万４千円の黒字となりま

した。 

２５５ページをお願いいたします。平成１７年度浄化槽整備事業特

別会計の歳入歳出決算でございます。歳入の決算でございますが、予

算現額は２億３，６４１万９千円、調定額２億３，７７１万２，９３

５円に対しまして、収入済額は２億３，７２７万５，４３０円で収納

率は９９．８％でございます。収入未済額４４万１，７０５円につき

ましては、浄化槽使用料４４万１，７０５円が収入未済となったとこ

ろでございます。 

２５７ページをお願いいたします。歳出の決算でございます。予算

現額の２億３，６４１万９千円に対しまして、支出済額２億３，１９

３万９，７４７円で、執行率は９８．１％でございます。 

２６０ページに実質収支を掲げております。以上の結果によりまし

て、平成１７年度浄化槽整備事業特別会計の収支決算は、歳入総額２

億３，７２７万５千円、歳出総額２億３，１９４万円で、歳入歳出差

引残額５３３万５千円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越したとこ

ろでございます。 

２６９ページをお願いいたします。平成１７年度コミュニティ・プ

ラント整備事業特別会計の歳入歳出決算でございます。歳入の決算で

ございますが、予算現額は６，０１８万１千円で、調定額５，８９９

万１，３１９円に対しまして、収入済額は５，８９９万１，３１９円

で収納率は１００．０％でございます。収入未済はございませんでし

た。 

２７１ページをお願いいたします。歳出の決算でございますが、予

算現額６，０１８万１千円に対しまして、支出済額５，８９９万１８

８円で、執行率は９８．０％でございます。 

２７４ページの実質収支でございます。以上の結果によりまして、

平成１７年度コミュニティ・プラント整備事業特別会計の収支決算は、

歳入総額５，８９９万１千円、歳出総額５，８９９万円で、歳入歳出

差引残額１千円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越したところでご

ざいます。 
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２８１ページをお願いいたします。平成１７年度簡易水道事業特別

会計の歳入歳出の決算でございます。歳入の決算でございますが、予

算現額は１２億１，４０１万４千円で、調定額１２億２，０４２万３，

２５０円に対しまして、収入済額は１１億８，５３８万７，７７４円

で収納率は９７．１％でございます。収入未済額３，５０３万５，４

７６円につきましては、水道使用料７０４万７，４７６円、明許繰越

いたしました吉田給水区水道未普及地域解消事業にかかります、国庫

補助金１，１６８万８千円、市債８６０万円、一般会計繰入金７７０

万円の収入未済となったところでございます。 

２８３ページの歳出の決算でございます。予算現額１２億１，４０

１万４千円に対しまして、支出済額１１億４，３２７万７，１８５円

で、執行率９４．２％でございます。繰越明許費３，３３６万８千円

につきましては、吉田給水区水道未普及地域解消事業にかかります委

託料、工事請負費等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

２８６ページの実質収支でございます。以上の結果によりまして、

平成１７年度簡易水道事業特別会計の収支決算は、歳入総額１１億８，

５３８万８千円、歳出総額１１億４，３２７万７千円、歳入歳出差引

残額４，２１１万１千円となり、これを翌年度へ繰り越したところで

ございます。なお、実質収支額は繰越明許費にかかる一般財源５３８

万円を差し引いた３，６７３万１千円の黒字となりました。 

２９７ページをお願いいたします。平成１７年度飲料水供給事業特

別会計の歳入歳出決算でございます。歳入の決算でございますが、２

９７ページでございます。予算現額２，２７２万５千円、調定額２，

３１３万３，３１４円に対しまして、収入済額は２，３０９万３，９

９４円で収納率は９９．８％でございます。収入未済額３万９，３２

０円につきましては、水道使用料３万９，３２０円が収入未済となっ

たところでございます。 

２９９ページをお願いいたします。歳出の決算でございます。予算

現額の２，２７２万５千円に対しまして、支出済額２，２２５万４，

９３８円で、執行率は９７．９％でございます。 

３０２ページに実質収支でございます。以上の結果によりまして、

平成１７年度飲料水供給事業特別会計の収支決算は、歳入総額２，３

０９万４千円、歳出総額２，２２５万５千円、歳入歳出差引残額８３

万９千円の黒字となりまして、これを翌年度へ繰り越したところでご

ざいます。 

３０７ページ以降につきましては、公有財産、物品、債権、基金等

の財産に関する調書でございます。 

以上で要点の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

この際、１１時１５分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 
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午前 １１時 ５分 休憩 

午前 １１時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、本案１１件に関して、監査委員の審査意見についての説明を

求めます。 

監査委員 上國英登さん。 

○上國監査委員   監査委員の平成１７年度安芸高田市各会計の歳入歳出決算書につき

まして、ご報告申し上げます。 

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、本年９月６日付で安

芸高田市長から審査に付された、平成１７年度安芸高田市一般会計及

び１０特別会計の歳入歳出決算について、９月２１日から１０月３１

日までの期間、田中監査委員とともに、例月出納検査及び定期監査を

参考に、安芸高田市監査委員監査基準に基づいて審査を実施しました。

歳入につきましては、歳入予算の執行は、適切かつ合法的に行われて

いるか、収入未済額を生じた原因と措置状況は適正であるか、不納欠

損処分は適正であるかなどの点に留意して審査をしました。 

歳出におきましては、違法・不当の支出がないか、予算はその目的

に合致し、合理的かつ効果的に執行されているか、契約は適正に終結

されているか、計数は正確で関係帳簿及び証書類と一致しているかな

どの点について留意して審査いたしました。 

審査の結果、平成１７年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及

び付属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、かつ、

それらの予算執行についての計数は関係諸帳簿及び証書類と符号して

正確であることを認めました。 

なお、審査に当たっての意見は、お手元に配付されております意見

書に述べさせていただいております。 

次に、財産につきましては、公有財産、物品、債権及び各種基金は、

いずれも適正に管理されていることを認めました。 

終わりに、本市の財政状況は、経常収支比率などの指標からみます

と、財政の硬直化が依然として進行しており、極めて憂慮すべき状況

であります。今後の財政の見通しは、三位一体改革の影響や公債費の

増加、人口の減少によりさらに厳しくなると予想されますが、生き残

りを賭けた合併により誕生した本市が、今後生き残っていくためには、

行財政改革のさらなる推進が、唯一の方策であると考えます。 

「人 輝く・安芸高田」の理念で職員が英知を結集し、市民の理解

と協力を得て早期に改革を実行され、安心できる健全な財政運営のも

とで夢と希望の持てるまちづくりを推進されるよう要望いたしまして、

決算審査の報告を終わります。 

○松 浦 議 長   以上で監査報告を終わります。 

お諮りします。 
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本案１１件は、申し合わせにより質疑を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よってさよう決定されました。 

お諮りいたします。 

本案１１件については議長及び監査委員を除く委員２０名で構成す

る決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査にすることとい

たします。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、さよう決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時２１分 休憩 

午前 １１時２３分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   再開いたします。 

この際、休憩中に決算審査特別委員会の正副委員長が決定され、決

定通知がありましたので、報告いたします。 

委員長 １６番、今村義照君、副委員長 ７番、塚本近君。 

以上でございます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１５ 議案第１０８号 安芸高田市公の施設の指定管理 

者の指定同意について【安芸高田市立みつや保育 

所】 

○松 浦 議 長   日程第１５、議案第１０８号、安芸高田市公の施設の指定管理者の

指定同意について(安芸高田市立みつや保育所）の件を議題といたしま

す。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   はい、議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○児 玉 市 長   議案第１０８号、議案名が安芸高田市公の施設の指定管理者の指定

同意についてでございます。 

本案は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続きに関

する条例の規定によりまして、公の施設の管理について、指定管理者

の候補者の選定をしましたので、地方自治法第２４４条の２、第６項

の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 
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このたび、新たに同意を求める公の施設といたしましては、平成１

９年度から運営を開始する予定で建設を進めております安芸高田市立

みつや保育所に関するもので、指定管理者を社会福祉法人報正会とす

るものでございます。 

以上、よろしく審議のうえ、決定をいただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようですので、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

本件は所管の文教厚生常任委員会へ付託をいたします。 

ここで休憩といたします。 

執行部の皆さんはこれでご退席を願いたいと思います。 

この後の進行等につきましては事務局長が説明をいたしますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時２５分 休憩 

午前 １１時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

この際、一身上の都合により副議長と交代をいたします。 

〔副議長の登壇を待って、議長議場外へ退席〕 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第１ 議長の辞職許可について 

○藤 井 副 議 長   この際、日程の追加変更についてお諮りをいたします。 

私のお手元に松浦議長より、議長の辞職願が提出されました。 

つきましては、議長の辞職許可について日程を追加して、直ちに議

題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○藤 井 副 議 長   異議なしと認め、追加日程第１、議長の辞職許可についてを議題と

いたします。 

事務局長に辞職願を朗読させます。 

○増本事務局長   議長。 

○藤 井 副 議 長   増本事務局長。 

○増本事務局長   平成１８年１１月２２日。 

安芸高田市議会副議長 藤井昌之様。 

安芸高田市議会議長 松浦利貞。 

辞職願 今般、一身上の都合により議長を辞職したいから地方自治

法１０８条の規定により、許可されるよう願い出ます。 

以上でございます。 
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○藤 井 副 議 長   お諮りいたします。 

本件は、申し出どおり辞職を許可することにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○藤 井 副 議 長   異議なしと認めます。 

よって松浦議員の議長辞職については、許可することに決定いたし

ました。 

〔松浦議員入場・着席〕 

○藤 井 副 議 長   ただいま議長を辞任されました、松浦利貞議員より退任のご挨拶の

申し出がありますので、これを許します。 

２２番 松浦利貞議員。 

○松 浦 議 員   一言述べさせていただきます。 

このたび、一身上の都合で辞職を届けさせていただきました。２年

間、皆様のご協力によりまして、スムーズに議会運営できたことを厚

くお礼申し上げます。今後ともひとつ、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

○藤 井 副 議 長   この際、日程の追加変更についてお諮りいたします。 

松浦議長の辞職に伴い、新たに議長を選挙する必要が生じましたの

で、この際議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○藤 井 副 議 長   異議なしと認め、追加日程第２、議長の選挙を日程に追加し、直ち

に選挙を行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

 〔議場閉鎖〕 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第２ 議長の選挙 

○藤 井 副 議 長   ただいまの議員は２１名であります。 

投票用紙を配布させます。 

〔投票用紙の配布〕 

○藤 井 副 議 長   投票用紙の配布漏れはございませんか。 

〔配布漏れなし〕 

○藤 井 副 議 長   配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

念のために申し上げます。 

投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願い

ます。 

○新谷専門員   １番、明木一悦議員、２番、秋田雅朝議員、３番、田中常洋議員、

４番、加藤英伸議員、６番、川角一郎議員、７番、塚本近議員、８番、

赤川三郎議員、９番、松村ユキミ議員、１０番、熊高昌三議員、１１

番、青原敏治議員、１２番、金行哲昭議員、１３番、杉原洋議員、１
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４番、入本和男議員、１５番、山本三郎議員、１６番、今村義照議員、

１７番、玉川祐光議員、１８番、岡田正信議員、１９番、渡辺義則議

員、２０番、亀岡等議員、２２番、松浦利貞議員、２１番、藤井昌之

議員。 

○藤 井 副 議 長   投票漏れはございませんか。 

〔投票漏れなし〕 

○藤 井 副 議 長   投票漏れなしと認めます。 

これより開票を行います。 

この際、開票立会人を指名いたします。 

１９番、渡辺義則君、２０番亀岡等君、以上２名を指名いたします。 

立会をお願いいたします。 

〔書記、投票を計算、点検〕 

○藤 井 副 議 長   それでは、選挙の結果を報告いたします。 

投票総数２１票、有効投票２１票、無効投票０票。 

有効投票中、松浦利貞議員１９票、渡辺義則議員１票、熊高昌三議

員１票、以上のとおりであります。 

本選挙の法定得票数は６票であります。 

よって松浦利貞議員が議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

ただいま議長に当選されました松浦利貞議員から挨拶を受けます。 

○松 浦 議 長   失礼いたします。 

再び議長の要職に皆様方のご支持につきまして、誠に厚く感謝申し

上げます。新しいスタートになろうかと思いますが、残された議会の

任期中皆さんのご協力とご支援を得ながら、円満な議会運営をさせて

いただきたいというように思います。ひとつ、今後ともよろしくお願

い申し上げます。ありがとうございました。 

○藤 井 副 議 長   本市議会の議長が確定いたしました。 

よって、新議長と交代いたします。 

〔副議長、辞表を議長に渡し議場外に退席〕 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

○松 浦 議 長   この際、日程の追加変更についてをお諮りいたします。 

私の手元に藤井副議長より、副議長の辞職願が提出されました。 

つきましては、副議長の辞職許可につきまして日程を追加して、直

ちに議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   それでは異議なしと認め、追加日程第３、副議長の辞職許可につい

てを議題といたします。 

   事務局長に辞職願を朗読させます。 

増本事務局長。 

○増本事務局長   議長。 
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○松 浦 議 長   はい。 

○増本事務局長   平成１８年１１月２２日。 

安芸高田市議会議長 松浦利貞殿。 

安芸高田市議会副議長 藤井昌之。 

辞職願 今般、一身上の都合により副議長を辞職したい旨、地方自

治法１０８条の規定により許可されるよう願い出ます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

本件は、申し出どおり辞職を許可することにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって藤井副議長の副議長辞職については許可することに決定いた

しました。 

〔藤井議員入場・着席〕 

○松 浦 議 長   ただいま副議長を辞任されました、藤井昌之議員より退任あいさつ

の申し出がありましたので、これを許可します。 

２１番 藤井昌之議員。 

○藤 井 議 員   失礼いたします。 

このたび、一身上の都合によりまして副議長の辞職を申し出させて

いただきました。顧みますと、一昨年初議会の折に議員の皆様からご

推挙をいただきまして、副議長の要職につかせていただきました。こ

の間、私にとりましては、全力で取り組んできたつもりでございます

が、しかし、何分議員各位の皆様方にも多大なご心配なりもおかけし

た部分もあるかと思います。深く反省をしております。また、この間

につきましては議員の皆さんにも大変なご協力を賜りましたことにつ

きまして、厚く御礼を申し上げたい次第でございます。今後は一議員

として精進してまいる決意でございますので、よろしくお願い申し上

げます。 

以上、簡単ではございますが、辞職に伴いましてのご挨拶とかえさ

せていただきます。 

○松 浦 議 長   この際、日程の追加変更についてをお諮りいたします。 

藤井副議長の辞職に伴い、新たに副議長を選挙する必要が生じまし

たので、この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いた

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、追加日程第４、副議長の選挙を日程に追加し、直

ちに選挙を行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

 〔議場閉鎖〕 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第４ 副議長の選挙 
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○松 浦 議 長   ただいまの議員は２１名であります。 

投票用紙を配布させます。 

〔投票用紙の配布〕 

○松 浦 議 長   投票用紙の配布漏れはございませんか。 

〔配布漏れなし〕 

○松 浦 議 長   配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ、順次投票願い

ます。 

○新谷専門員   １番、明木一悦議員、２番、秋田雅朝議員、３番、田中常洋議員、

４番、加藤英伸議員、６番、川角一郎議員、７番、塚本近議員、８番、

赤川三郎議員、９番、松村ユキミ議員、１０番、熊高昌三議員、１１

番、青原敏治議員、１２番、金行哲昭議員、１３番、杉原洋議員、１

４番、入本和男議員、１５番、山本三郎議員、１６番、今村義照議員、

１７番、玉川祐光議員、１８番、岡田正信議員、１９番、渡辺義則議

員、２０番、亀岡等議員、２１番、藤井昌之議員、２２番、松浦利貞

議員。 

○松 浦 議 長   投票漏れはございませんか。 

〔投票漏れなし〕 

○松 浦 議 長   投票漏れなしと認めます。 

これより開票を行います。 

この際、開票立会人を指名いたします。 

２１番、藤井昌之君、１番、明木一悦君以上２名を指名いたします。 

立会いをお願いいたします。 

〔書記、投票を計算、点検〕 

○松 浦 議 長   それでは選挙の結果を報告いたします。 

投票総数２１票、有効投票２１票、無効投票はありません。 

有効投票中、渡辺義則議員１９票、藤井昌之議員１票、青原敏治議

員１票、以上のとおりであります。 

本選挙の法定得票数は６票であります。 

よって、渡辺義則議員が副議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

ただいま副議長に当選されました、渡辺議員から挨拶を受けます。 

○渡 辺 副 議 長   一言ご挨拶を申し上げます。 

ただいま副議長選挙で不肖私御選任をいただきました。非常に、こ

の重責を重く受け止めておるわけでございますが、これから２年間、

議長の補佐役として、一生懸命誠心誠意頑張っていく所存でございま

す。議員各位のこれまで以上のご支援、ご指導、ご鞭撻をお願いを申

し上げまして、簡単でございますが、一言ご挨拶といたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 



 25 

○松 浦 議 長   ただいまの挨拶により本市議会の副議長が確定いたしました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

暫時と言いましたが、１時まで休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ０時 ８分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   再開いたします。 

お諮りいたします。 

この際、議席の一部の変更についてを日程に追加したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、追加日程第５、議席の一部変更について行います。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第５ 議席の一部変更 

○松 浦 議 長   今回、副議長の選挙に伴い、会議規則第４条、第３項の規定によっ

て議席の一部を変更したいと思います。 

１番から１０番まで及び２０番、２２番はただいま着席のとおりと

し、２１番を１１番、また１９番を２１番とし、１１番以下１８番ま

でを１番ずつ繰り上げた席を議席として、指定いたします。 

それでは、ただいま指定いたしました議席にそれぞれお着き願いま

す。 

ここで暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時 １分 休憩 

午後  １時１１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１６ 常任委員の選任 

○松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

元日程第１６、常任委員の選任を行います。 

お諮りいたします。 

常任委員の選任については、委員会条例第８条、第１項の規定によ

り、総務企画常任委員に明木一悦君、加藤英伸君、赤川三郎君、熊高

昌三君、山本三郎君、玉川祐光君、岡田正信君、松浦利貞君。 

文教厚生常任委員に秋田雅朝君、松村ユキミさん、藤井昌之君、青

原敏治君、今村義照君、亀岡等君、渡辺義則君。 

産業建設常任委員に田中常洋君、小野剛世君、川角一郎君、塚本近

君、金行哲昭君、杉原洋君、入本和男君。 

以上の諸君をそれぞれ指名いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を、それぞれの常任

委員に選任することに決しました。 

ここで暫時休憩をいたします。 

休憩中に常任委員会正副委員長、広報特別委員をご選任をお願いい

たします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時１３分 休憩 

午後  ２時 ５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第６ 議会運営委員会の委員の定数の変更 

○松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

この際、日程の追加変更についてお諮りいたします。 

議会運営委員会の委員の定数の変更を日程に追加し、議題といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、追加日程第６、議会運営委員会の委員の定数の

変更を議題といたします。 

お諮りいたします。 

この際、委員会条例第３条の規定により、議会運営委員会の委員の

定数を現行の９人から６人に変更したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認めます。 

よって議会運営委員の定数は６人と決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時 ７分 休憩 

午後  ２時 ９分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１７ 議会運営委員の選任 

○松 浦 議 長   休憩を閉じて再開いたします。 

元日程第１７、議会運営委員の選任を行います。 

お諮りします。 

議会運営委員の選任については、委員会条例第８条、第１項の規定

により、熊高昌三君、藤井昌之君、金行哲昭君、杉原洋君、岡田正信

君、亀岡等君を指名いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 
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よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を議会運営委員に選

任することに決定いたしました。 

この際、日程の追加変更についてお諮りいたします。 

議会広報特別委員会の委員の定数の変更を日程に追加し、議題とい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、追加日程第７、議会広報特別委員会の委員の定数

の変更を議題といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第７ 議会広報特別委員会の委員の定数の変更 

○松 浦 議 長   お諮りいたします。 

委員会条例第６条、第２項の規定により、議会広報特別委員会の委

員の定数を現行の９人から６人に変更いたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、議会広報委員の定数は６人と決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第８ 議会広報特別委員全９名の辞職許可について 

○松 浦 議 長   この際、日程の追加変更についてお諮りいたします。 

私の手元に議会広報特別委員全員から辞職願が提出されました。 

つきましては、議会広報特別委員全９名の辞職許可について、日程

を追加して、直ちに議題といたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認めます。 

追加日程第８、議会広報特別委員全９名の辞職許可についてを議題

といたします。 

この際、辞職願の朗読は省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、申し出どおり辞職を許可することにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、議会広報特別委員全９名の辞職については許可することに

決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第９ 議会広報特別委員の選任 

○松 浦 議 長   この際、日程の追加変更についてお諮りいたします。 

議会広報特別委員の選任を日程に追加し、議題といたしたいと思い

ます。 

これにご異議ございませんか。 
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〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、追加日程第９、議会広報特別委員の選任を行いま

す。 

お諮りいたします。暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時１２分 休憩 

午後  ２時１２分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩を解き、会議を再開します。 

お諮りいたします。 

議会広報特別委員の選任については、委員会条例第８条、第１項の

規定により、明木一悦君、秋田雅朝君、加藤英伸君、塚本近君、松村

ユキミさん、入本和男君を指名いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を議会広報特別委員

に選任することに決しました。 

ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時１３分 休憩 

午後  ３時２１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に続きまして、会議を再開いたします。 

ただいま議会広報特別委員会の正副委員長の互選の結果が届けられ

ておりますので、報告いたします。 

議会広報特別委員会委員長に、入本和男君、同副委員長に加藤英伸

君、以上でございます。 

以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

議事の都合により、明日から１２月５日までは休会といたし、次回

は１２月６日、午前１０時に再開いたします。 

ご苦労様でした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ３時２２分 散会 
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